
【高知県立宿毛工業高等学校】運動部活動に係る活動方針

学校教育目標

①真理を探究し創意工夫の精神を養う

②勤労を尊び、誠実な態度を養う

③産業界の変革に対応できる人材の育成

運動部活動の活動方針

（１）部活動への加入の指導

　　・部活動を通して、生徒の自信を育み、充実した生活の形成を図る　・部活動に積極的に参加し、挑戦するたくましさと協働する心を育てる

（２）マナーや態度の醸成

　　・部活動を通じて、礼儀やマナー、人間関係の大切さ、組織の一員としての責任や協調性を育み、人間的成長を高める

（３）部活動の活性化による学校の特色化・魅力化の推進

　　・活発な部活動の推進に努めるとともに、各種競技会での活躍、四国、全国大会出場を目指す

基本的事項

①運営に関すること

（１） 部活動設置について

　・教育目標を実現するための１つの取り組みとして、教育活動の中に部活動及び同好会を設置する（同好会、部活動の設置等については生徒会会則で

　　別に定める）

　・各部活動の目標に沿って、年間計画及び毎月の活動計画に沿って活動する。原則として、部活動顧問や外部指導員がついて指導にあたる

　・部活動全体の推進を図るため、部活動総括顧問を置き、必要に応じて部活動委員会を開催する

（２）指導体制について（顧問配置、外部指導者の活用等）

　・顧問、ホーム主任、保護者間の連携を図り、円滑な運営を心がける

　・専門性を有した外部指導者の効果的な活用（部活動指導員、運動部活動サポート事業）等、本校の実態に応じた工夫を行う

（３）顧問会議、キャプテン会議について

　・部活動顧問会を年度初めと年度末の２回（最低でも）開催し、各部の現状や課題を共有し、学校全体で課題解決に向けた取組を行う

　　それ以外は適宜必要に応じて開催する

　・キャプテン会議は、生徒会の要請及びその他必要に応じて開催する

（４）家庭、地域との連携について

　・各部活動が定める方針に従い、保護者と顧問が綿密に連絡を取り合い円滑な運営のための共通理解を図る。また必要に応じて保護者会を設置する

（５）研修について

　・各競技団体が行う研修会等を各顧問が受講し、得られた内容は顧問間で情報共有を行い指導力の向上につなげる

（６）部費又は集金の取扱いについて

　・生徒会費及び各部が徴収している部費等については学校徴収金として管理職や事務職員等の指導を受け、出納簿作成や監査等、適切に取り扱う

②活動に関すること

（１）施設や用具について

　・使用した設備の整頓・清掃、校舎の施錠等は顧問が責任をもって行う

（２）事故防止や安全対策について

　　　〈①危機管理・救急マニュアル等の確認　②環境確認・整備等〉

　・事故には十分留意し、怪我が起きた場合マニュアル（危機管理マニュアル）の手順に沿って速やかに処置、管理職及び養護教諭に連絡・報告する

　・原則として、活動の際には顧問が監督する

　＊熱中症への対策

　　〈①活動前・活動中・活動後に水分・塩分の補給　②適切な休憩　等〉

　①活動中にはこまめに水分補給と塩分補給を行いながら行う。活動前後にも水分・塩分の補給を行う。

　②活動中は、適切に休憩時間を設ける。

　（３）大会参加について

　・各部共に、事前に「大会要項」、「遠征願」など必要書類を提出し、管理職より大会参加の許可を得る

 （４）対外試合、合同練習等の実施について

　・他校または外部との試合・合同活動の際には、事前に「部活動計画」、「遠征願」を提出する

　　例）・土曜日・日曜日・祝日等に活動する必要がある場合は、休養日を他の曜日に振り替えて確保する

　　　　・生徒の健康や学習面等を確保するためにも計画的に設定する



週のうち定休日（曜日） 平日の活動時間 休日の活動時間

①柔道部 月曜日 2～３時間程度 4時間程度

②剣道部 土・日曜日 １時間程度 なし

③卓球部 火・土・日曜日 ２～３時間程度 なし

④野球部 月曜日 ２～３時間程度 ３～４時間

⑤陸上競技部 水・日曜日 ３時間程度 ４時間程度

⑥駅伝部 １週間のうち1～２日 ３時間程度 ４時間程度

⑦バスケットボール部 月曜日 ２～3時間程度 2～3時間程度

⑧ソフトテニス部 月曜日
２～３時間程度

（移動・準備含む）
３～４時間

⑨サッカー部 月曜日 ３時間程度 ３時間程度

⑩ソフトボール部
月曜日

２～３時間程度 ３～４時間

⑪空手道部
月～土曜日のうち1日

及び日曜日
2時間程度 2時間程度

⑫バレーボール部
男子：木曜日

女子：水曜日
2~3時間程度 ４時間程度

⑬弓道部
木曜日

日曜日
２～３時間程度 ３～４時間

備考

＊なお、策定にあたっては、「運動部活動全体計画ハンドブック」（平成26年３月　高知県教育委員会事務局スポーツ健康教育課）及び「高知県立学校に係る運動部活動の方

針」（平成31年１月　高知県教育委員会事務局保健体育課）を参照すること。

夏季１０日、冬季６日、春季４日
練習試合の場合は9時間程度（移動含む）

生徒・保護者の同意・校長の承認済み

評価と改善（上記①～③）

①運営に関すること

②活動に関すること

③活動時間に関すること

・設定どおりに実施できたか。

・特に実施できていなかった部活動は、何部だったか。

・考えられる、実施できなかった要因は何か。

各部活動の顧問教員は、①運営、②活動、③活動時間について、設定どおりに

実施できたかどうか、また実施できなかった要因について検証を行い、部活動

顧問会議又は年度末の職員会議において情報を共有し、次年度の計画を立て

る。

夏季5日、冬季4日、春季３日、秋季１日
練習試合の場合は9時間程度（移動含む）

生徒・保護者の同意・校長の承認済み

夏季１０日、冬季6日、春季４日
練習試合の場合は9時間程度（移動含む）

生徒・保護者の同意・校長の承認済み

夏季１０日、冬季6日、春季４日

＊練習試合の場合は10時間程度(移動を含む)

　生徒・保護者の同意、校長の承認済み

＊２学期中間考査終了後に冬季大会があるた

　め、校長の許可を得て1時間程度の自主練習

夏季5日、冬季4日、春季2日 朝練習なし

春季４日、夏季１２日、冬季４日 平日の練習に、朝練習１時間を含む

夏季10日、冬季7日、春季4日
練習試合の場合は9時間程度（移動含む）

生徒・保護者の同意・校長の承認済み

夏季１０日、冬季７日、春季４日
活動を学校から１０分から１５分離れた場所で

行っている。

春季２日、夏季５日、冬季３日 朝練習なし

夏季１０日、冬季６日、春季４日

＊練習試合の場合は9時間程度(移動を含む)

　生徒・保護者の同意、校長の承認済み

＊１学期期末考査終了後に選手権大会があるた

　め、校長の許可を得て1時間程度の自主練習

春季４日、夏季１２日、冬季７日 朝練習なし

オフシーズン（長期休業中） 備考

春季3日、夏季7日、冬季4日 朝練習なし

春季3日、夏季7日、冬季4日 朝練習なし

（１）休養日の設定

　・週１日以上の割合で休養日を設ける（７日連続で活動しないよう努める）

（２） 活動時間の設定

　・〈平日〉２～３時間程度（練習は始業前(朝練習)と終業後(午後練習)の時間帯に行う）

　・〈週末〉３～４時間程度

　・〈長期休業中のオフシーズン〉春季：２日、夏季：５日、冬季：４日を基準とする

　・〈考査期間中〉原則、行わないこととする。

　　　　　　　　　ただし、考査終了後２週間以内に大会がある場合は、校長が許可した場合に限り、体力や感覚の低下を防ぐ目的で、

　　　　　　　　　放課後に１時間程度の自主的練習を行うことを認める

　・〈終了・下校時刻〉平日：19時30分までに下校する

　　　　　　　　　　　休日：17時30分までに下校する

（３）各部の活動一覧

③活動時間に関すること


